
大 阪 広 域 水 道 企 業 団 指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規

程 を 公 布 す る 。  

令 和 ３ 年 ２ 月 ９ 日  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団  

企 業 長  永 藤  英 機  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 管 理 規 程 第 １ 号  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者 規 程 の 一 部 を

改 正 す る 規 程  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者 規 程 （ 平 成 29年 大 阪 広 域

水 道 企 業 団 管 理 規 程 第 23号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に

下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改 正 後  改 正 前  

様 式 第 ２ 号 （ 第 ６ 条 関 係 ）  

 

 

 

 

 

 

 

（ 備 考 ）   （ 略 ）  

様 式 第 ２ 号 （ 第 ６ 条 関 係 ）  

 

 

 

 

 

 

 

（ 備 考 ）   （ 略 ）  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 程 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 程 の 施 行 の 際 現 に 改 正 前 の 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 指 定 給 水 装 置

工 事 事 業 者 規 程 （ 以 下 「 旧 規 程 」 と い う 。 ） の 様 式 に よ り 提 出 さ れ て

い る 申 請 書 は 、 改 正 後 の 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者

規 程 （ 以 下 「 新 規 程 」 と い う 。 ） の 様 式 に よ り 提 出 さ れ た も の と み な

す 。  

３  旧 規 程 の 様 式 に よ り 作 成 し た 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し た

上 、 新 規 程 の 様 式 に よ り 作 成 し た 用 紙 と し て 使 用 す る こ と が で き る 。  

指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者 証 再 交 付 申 請 書  

（ 略 ）  
 

申 請 者  氏名又は名称  

 住 所  

 代 表 者 氏 名  

 電 話 番 号  

（ 略 ）  

指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者 証 再 交 付 申 請 書  

（ 略 ）  
 

申 請 者  氏名又は名称  

 住 所  

 代 表 者 氏 名        ㊞  

 電 話 番 号  

（ 略 ）  


